
(57)【要約】

【課題】　署名や暗証番号の入力を必要とせずに後払い

で支払いを行うことができる医療保険自己負担分の支払

システムを提供する。

【解決手段】　資格認証手段が、被保険者が医療保険自

己負担分の立て替え払いサービスの正当な対象者である

ことを確認して立替払い請求手段を起動し、立替払い請

求手段が、被保険者に対する医療保険自己負担立替え分

の支払いを請求するようにしたため、保険者に対して、

医療保険自己負担分の支払い情報を提供し、医療保険自

己負担分の後払いを実現する。

【選択図】　　　図２
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 医 療 機 関 か ら 請 求 さ れ た 医 療 保 険 の 被 保 険 者 に 対 す る 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 支 払 い を 立
替 え る サ ー ビ ス の 対 象 者 を 登 録 す る 対 象 被 保 険 者 登 録 手 段 と 、
　 被 保 険 者 の 識 別 情 報 を 記 録 し た 記 憶 手 段 か ら そ の 識 別 情 報 を 読 み 取 る 読 取 手 段 と 、
　 読 み 取 っ た 識 別 情 報 に 基 づ い て そ の 被 保 険 者 が 前 記 対 象 被 保 険 者 登 録 手 段 に よ っ て 登 録
さ れ た 被 保 険 者 で あ る か 否 か を 確 認 す る 資 格 認 証 手 段 と 、
　 前 記 資 格 認 証 手 段 に よ る 確 認 結 果 に 基 づ い て 、 そ の 被 保 険 者 に 対 す る 医 療 保 険 自 己 負 担
立 替 え 分 の 支 払 い を 請 求 す る 立 替 払 い 請 求 手 段 と 、
　 立 替 払 い 請 求 手 段 が 請 求 し た 請 求 額 に 対 し て 支 払 い 処 理 す る 立 替 支 払 額 決 定 手 段 と 、
　 前 記 医 療 機 関 か ら の 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 立 替 え 払 い 請 求 額 に 対 す る 立 替 え 支 払 額 の 求
償 分 と し て の 請 求 額 を 決 定 す る 被 保 険 者 請 求 額 決 定 手 段 と
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 支 払 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 立 替 払 い 請 求 手 段 は 、
　 前 記 資 格 認 証 手 段 に よ る 確 認 結 果 と 、 被 保 険 者 が 前 記 医 療 保 険 自 己 負 担 分 に 対 し て 支 払
い 立 替 え サ ー ビ ス を 受 け る 意 思 が あ る か 否 つ い て の 確 認 結 果 と に 基 づ い て 、 請 求 す る か 否
か を 決 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 項 記 載 の 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 支 払 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 被 保 険 者 請 求 額 決 定 手 段 は 、
　 被 保 険 者 に 対 す る 医 療 保 険 自 己 負 担 分 が 、 医 療 保 険 の 保 険 者 等 か ら 付 加 給 付 、 高 額 療 養
費 の 特 別 の 支 給 を 受 け る 条 件 を 満 た す も の で あ る か 否 か を 判 定 し 、 条 件 を 満 た す と 判 定 し
た 場 合 に は 、 被 保 険 者 に 代 わ っ て そ の 支 給 を 支 給 請 求 先 に 対 し て 請 求 し 、 前 記 被 保 険 者 に
対 し て は 支 給 請 求 額 に 基 づ い て 補 正 し た 額 を 、 求 償 分 と し て の 請 求 額 と し て 決 定 す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 支 払 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 医 療 機 関 か ら 請 求 さ れ た 医 療 保 険 の 被 保 険 者 に 対 す る 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 支 払 い を 立
替 え る サ ー ビ ス の 対 象 者 を 登 録 す る 過 程 と 、
　 被 保 険 者 の 識 別 情 報 を 記 録 し た 記 憶 手 段 か ら そ の 識 別 情 報 を 読 み 取 る 過 程 と 、
　 読 み 取 っ た 識 別 情 報 に 基 づ い て そ の 被 保 険 者 が 前 記 対 象 被 保 険 者 登 録 手 段 に よ っ て 登 録
さ れ た 被 保 険 者 で あ る か 否 か を 確 認 す る 過 程 と 、
　 前 記 確 認 結 果 に 基 づ い て 、 そ の 被 保 険 者 に 対 す る 医 療 保 険 自 己 負 担 立 替 え 分 の 支 払 い を
請 求 す る 過 程 と 、
　 前 記 請 求 額 に 対 し て 支 払 い 処 理 を 行 う 過 程 と 、
　 前 記 医 療 機 関 か ら の 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 立 替 え 払 い 請 求 額 に 対 す る 立 替 え 支 払 額 の 求
償 分 と し て の 請 求 額 を 決 定 す る 過 程 と
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 支 払 い 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 支 払 い を 後 払 い で 行 う 支 払 シ ス テ ム に 用 い ら れ る コ ン ピ ュ ー タ プ
ロ グ ラ ム で あ っ て 、
　 医 療 機 関 か ら 請 求 さ れ た 医 療 保 険 の 被 保 険 者 に 対 す る 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 支 払 い を 立
替 え る サ ー ビ ス の 対 象 者 を 登 録 す る 処 理 と 、
　 被 保 険 者 の 識 別 情 報 を 記 録 し た 記 憶 手 段 か ら そ の 識 別 情 報 を 読 み 取 る 処 理 と 、
　 読 み 取 っ た 識 別 情 報 に 基 づ い て そ の 被 保 険 者 が 前 記 対 象 被 保 険 者 登 録 手 段 に よ っ て 登 録
さ れ た 被 保 険 者 で あ る か 否 か を 確 認 す る 処 理 と 、
　 前 記 確 認 結 果 に 基 づ い て 、 そ の 被 保 険 者 に 対 す る 医 療 保 険 自 己 負 担 立 替 え 分 の 支 払 い を
請 求 す る 処 理 と 、
　 前 記 請 求 額 に 対 し て 支 払 い 処 理 を 行 う 処 理 と 、
　 前 記 医 療 機 関 か ら の 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 立 替 え 払 い 請 求 額 に 対 す る 立 替 え 支 払 額 の 求
償 分 と し て の 請 求 額 を 決 定 す る 処 理 と
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　 を 少 な く と も １ つ の コ ン ピ ュ ー タ に よ り 実 行 さ せ る プ ロ グ ラ ム 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 医 療 保 険 の 自 己 負 担 分 の 支 払 い を 後 払 い で 行 う 際 に 用 い て 好 適 な 医 療 保 険 自
己 負 担 分 の 支 払 シ ス テ ム お よ び 方 法 な ら び に コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 の 医 療 保 険 制 度 で は 、 各 国 民 が 、 健 康 保 険 、 共 済 組 合 、 国 民 健 康 保 険 等 の 医 療 保 険
に 加 入 し 、 毎 月 保 険 料 を 支 払 う こ と で 、 医 療 機 関 で 治 療 を 受 け た 場 合 に は そ の 医 療 費 の 一
定 （ ７ 割 等 ） の 割 合 が 医 療 保 険 か ら 支 払 わ れ る よ う に な っ て い る （ 以 下 、 そ の 医 療 保 険 か
ら 支 払 わ れ る 割 合 の 医 療 費 を 医 療 保 険 保 険 給 付 分 と す る 。 ） 。 そ し て 、 残 り の 割 合 （ ３ 割
等 ） の 医 療 費 は 、 各 個 人 が 直 接 支 払 う よ う に な っ て い る （ 以 下 、 そ の 割 合 分 の 医 療 費 を 医
療 保 険 自 己 負 担 分 と す る 。 ） 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 医 療 保 険 か ら 支 払 わ れ る 医 療 費 は 、 病 院 、 診 療 所 、 薬 局 等 の 各 医 療 機 関 で 項 目 毎 に 作 成
さ れ た レ セ プ ト （ 診 療 （ 調 剤 ） 報 酬 明 細 書 ） を 用 い て 、 医 療 保 険 の 各 保 険 者 （ 健 保 組 合 、
国 、 地 方 自 治 体 等 ） に 対 し て 請 求 さ れ る 。 実 際 に は 、 多 く の 場 合 、 レ セ プ ト は 、 各 医 療 機
関 か ら 一 旦 、 公 的 な 機 関 で あ る 審 査 支 払 機 関 に 送 付 さ れ る 。 そ し て 、 専 門 的 な 知 識 を 持 つ
職 員 に よ っ て レ セ プ ト の 内 容 が 審 査 さ れ た 後 に 、 各 保 険 者 に 対 し て 一 括 し て 請 求 が な さ れ
る 。 支 払 い の 方 は 、 保 険 者 か ら 審 査 支 払 機 関 を 介 し て 各 医 療 機 関 に 対 し て 行 わ れ る よ う に
な っ て い る 。 こ の 場 合 、 請 求 か ら 支 払 い ま で の 期 間 は 通 常 ２ カ 月 程 度 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 一 方 、 自 己 負 担 分 の 医 療 費 は 、 通 常 、 一 日 の 診 療 毎 に 精 算 さ れ る 。 被 保 険 者 は 、 診 療 が
終 わ っ た と こ ろ で 、 医 療 機 関 の 会 計 部 署 に 行 き 、 現 金 等 で 支 払 い を 済 ま せ る こ と に な る 。
　 レ セ プ ト に よ っ て 請 求 さ れ る 医 療 保 険 保 険 給 付 分 に つ い て は 、 上 述 し た よ う に 審 査 支 払
機 関 を 介 し た 支 払 い が 一 般 的 で あ っ た 。 こ れ に 対 し て 、 近 年 、 規 制 緩 和 に 合 わ せ Ｉ Ｔ （ 情
報 技 術 ） を 利 用 す る こ と で 、 審 査 支 払 機 関 を 介 さ ず に 直 接 、 医 療 機 関 と 保 険 者 と の 間 で レ
セ プ ト に よ る 請 求 ・ 支 払 い 情 報 を や り と り す る シ ス テ ム が 構 築 さ れ て き て い る 。 例 え ば 、
医 療 機 関 と 保 険 者 間 の 大 量 の レ セ プ ト 情 報 の 送 受 信 を 仲 介 す る 機 関 に お い て 、 保 険 者 で 支
払 い を 留 保 し た レ セ プ ト を 医 療 機 関 に 差 し 戻 す た め の 仕 組 み を 採 用 し た も の が あ る （ 例 え
ば 、 特 許 文 献 １ ） 。 あ る い は 、 仲 介 機 関 に お け る 情 報 の 漏 洩 等 を 防 止 す る た め 、 医 療 機 関
と 保 険 者 に 各 情 報 を 暗 号 化 す る た め の 手 段 を 設 け た も の が あ る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 ２ ） 。
　 ま た 、 フ ァ ク タ リ ン グ に よ る ビ ジ ネ ス モ デ ル を 用 い る こ と で 、 審 査 支 払 機 関 に 対 す る 債
権 の 現 金 化 に 要 す る 期 間 の 短 縮 化 を 図 っ た 商 品 が あ る 。 こ の フ ァ ク タ リ ン グ の 際 に 留 意 す
べ き 点 は 、 医 療 機 関 が 発 行 す る レ セ プ ト の す べ て が そ の ま ま の 額 で 査 定 さ れ る と い う わ け
で は な い こ と で あ る 。 す な わ ち 、 レ セ プ ト の 内 容 に 不 適 切 な 点 が あ る 場 合 に は 、 請 求 額 が
減 じ ら れ た り 、 留 保 さ れ た り し て し ま う こ と が あ る の で あ る 。 よ っ て 、 上 記 の よ う な 商 品
で は 、 各 医 療 機 関 で 発 生 し た 診 療 報 酬 請 求 権 （ 診 療 報 酬 債 権 ） を １ ０ ０ ％ 信 用 が あ る 債 権
と し て 扱 う の で は な く 、 一 定 の 不 良 を 含 む も の と し て 扱 っ て い る 。 し た が っ て 、 債 権 譲 受
人 は 、 通 常 ８ 割 程 度 に 割 り 引 い て 診 療 報 酬 債 権 を 現 金 化 す る 。 そ し て 、 １ ～ ２ ヵ 月 後 に 、
審 査 支 払 機 関 で 支 払 額 が 確 定 し た と こ ろ で 、 残 り の 債 権 分 の 支 払 い が な さ れ る よ う に な っ
て い る 。 そ の た め 、 当 初 に 現 金 化 さ れ る 割 合 は 、 例 え ば ８ 割 程 度 と 低 い も の の と な っ て い
る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 以 上 の よ う な 技 術 は 、 主 に レ セ プ ト を 用 い て 請 求 さ れ る 医 療 保 険 保 険 給 付 分 に つ い て の
事 項 で あ る 。 一 方 、 医 療 保 険 自 己 負 担 分 に つ い て は 、 上 記 の よ う に 現 金 で 日 ご と に 支 払 い
が な さ れ る こ と が 一 般 的 で あ る 。 一 部 に は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド や 、 デ ビ ッ ト カ ー ド を 使 用
で き る よ う に し た 医 療 機 関 も で て き て い る （ 例 え ば 特 許 文 献 ３ ） 。 し か し 、 請 求 内 容 に 対
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し て の チ ェ ッ ク 体 制 に つ い て は 特 に 技 術 的 変 化 は み ら れ て い な い 。 例 え ば 、 レ セ プ ト 審 査
と 同 様 に 自 己 負 担 分 の 支 払 内 容 を 審 査 す る よ う な 仕 組 み や 、 医 療 保 険 保 険 給 付 分 に つ い て
医 療 機 関 か ら の 請 求 が 減 額 さ れ た よ う な 場 合 に そ の 割 合 を 医 療 保 険 自 己 負 担 分 に 反 映 さ せ
る よ う な 仕 組 み は 構 築 さ れ て い な か っ た 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 ま た 、 保 険 者 に お い て は 、 医 療 保 険 保 険 給 付 分 に つ い て の レ セ プ ト を 審 査 す る 際 に 、 自
己 負 担 分 と し て 各 被 保 険 者 が す で に 支 払 っ た 金 額 を 知 る こ と が で き れ ば 、 よ り 詳 細 な 審 査
が 可 能 に な る と い う 考 え 方 が あ る 。 そ の た め 、 自 己 負 担 分 に つ い て の 情 報 を 入 手 し た い と
い う 要 望 が あ っ た 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ １ － ３ ４ ４ ３ ３ ７ 号 公 報 （ 第 ３ － ４ 頁 、 第 １ 図 ）
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 ２ ０ ０ ２ － １ ４ ９ ８ １ ３ 号 公 報 （ 第 ４ － ５ 頁 、 第 １ 図 ）
【 特 許 文 献 ３ 】 特 開 ２ ０ ０ ２ － ２ ３ ０ １ ５ ６ 号 公 報 （ 第 １ ０ － １ １ 頁 、 第 １ １ 図 ）
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 上 述 し た よ う に 窓 口 で の 後 払 い 化 は 現 状 あ ま り 進 ん で い な い 。 こ の 後 払 い 化 は 、 単 に 、
医 療 機 関 と 被 保 険 者 側 で 現 金 を 準 備 す る 必 要 が な く な る と い う だ け は で な く 。 例 え ば 次 の
よ う な 利 便 性 向 上 の 効 果 が 期 待 で き る 。 す な わ ち 、 医 療 機 関 に お け る 待 ち 時 間 は 、 診 療 前
の 待 ち 時 間 だ け で は な く 、 診 療 後 の 会 計 で の 待 ち 時 間 も 大 き な 要 素 で あ る 。 こ れ は 、 い ろ
い ろ な 部 署 で 種 々 の 検 査 や 診 療 を 受 け た 後 に は そ れ ら に つ い て の 情 報 が 会 計 に 集 ま る ま で
に 比 較 的 長 い 時 間 を 要 す る 場 合 が あ る こ と や 、 会 計 処 理 事 態 が 複 雑 化 し て い る こ と な ど に
影 響 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 一 方 、 通 常 の 売 買 契 約 と 異 な り 、 医 療 機 関 に お い て は 会 計 の 際 に 診 療 行 為 の 内 容 を 変 更
す る こ と ほ と ん ど あ り 得 ず 、 ま た 、 会 計 の 際 に 事 前 に 内 容 を 確 認 す る こ と も ほ と ん ど 行 わ
れ て い な い 。 す な わ ち 、 会 計 時 に は 診 療 行 為 は す で に 実 施 済 み で あ り 、 ま た 薬 の 内 容 等 も
す べ て 確 定 し て い る （ 「 診 療 」 と い う サ ー ビ ス が 「 疾 病 を 治 す 」 こ と の 包 括 委 任 で あ る こ
と に よ る ） 。 ま た 、 そ の 報 酬 額 に つ い て は 、 そ の 場 で は 一 般 に 医 療 機 関 に す べ て ま か せ て
い る 状 況 で あ る 。 よ っ て 、 仮 に 、 署 名 や 暗 証 番 号 の 入 力 を 必 要 と せ ず に 、 後 払 い で 支 払 い
を 行 う こ と が で き る 仕 組 み が 提 供 さ れ れ ば 、 双 方 で そ の 仕 組 み を 使 用 す る こ と を 事 前 に 確
認 し て お け ば 、 例 え ば 、 診 療 が 終 了 し た と こ ろ （ あ る い は 薬 を 受 け 取 っ た と こ ろ ） で 、 会
計 処 理 を 行 わ ず に （ 金 額 を 確 認 せ ず に ） 、 医 療 機 関 を 離 れ る こ と が 可 能 に な る の で あ る 。
　 こ の よ う な 仕 組 み が 提 供 さ れ れ ば 、 医 療 機 関 に お け る 待 ち 時 間 を 大 き く 低 減 で き 医 療 機
関 に お け る 業 務 の 集 中 を 回 避 で き 、 会 計 窓 口 に お け る 現 金 の 取 扱 に 関 わ る 種 々 の 問 題 を こ
と ご と く 解 決 で き る と 考 え ら れ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 発 明 は 、 こ の よ う な 事 情 に 鑑 み て な さ れ た も の で 、 署 名 や 暗 証 番 号 の 入 力 を 必 要 と せ
ず に 後 払 い で 支 払 い を 行 う こ と が で き る 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 支 払 シ ス テ ム お よ び 支 払 方
法 な ら び に そ の コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 上 記 課 題 を 解 決 す る た め 、 本 発 明 に お け る 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 支 払 シ ス テ ム は 、 医 療
機 関 か ら 請 求 さ れ た 医 療 保 険 の 被 保 険 者 に 対 す る 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 支 払 い を 立 替 え る
サ ー ビ ス の 対 象 者 を 登 録 す る 対 象 被 保 険 者 登 録 手 段 と 、 被 保 険 者 の 識 別 情 報 を 記 録 し た 記
憶 手 段 か ら そ の 識 別 情 報 を 読 み 取 る 読 取 手 段 と 、 読 み 取 っ た 識 別 情 報 に 基 づ い て そ の 被 保
険 者 が 前 記 対 象 被 保 険 者 登 録 手 段 に よ っ て 登 録 さ れ た 被 保 険 者 で あ る か ど う か を 確 認 す る
資 格 認 証 手 段 と 、 前 記 資 格 認 証 手 段 に よ る 確 認 結 果 に 基 づ い て 、 そ の 被 保 険 者 に 対 す る 医
療 保 険 自 己 負 担 立 替 え 分 の 支 払 い を 請 求 す る 立 替 払 い 請 求 手 段 と 、 立 替 払 い 請 求 手 段 が 請
求 し た 請 求 額 に 対 し て 支 払 い 処 理 す る 立 替 支 払 額 決 定 手 段 と 、 前 記 医 療 機 関 か ら の 医 療 保
険 自 己 負 担 分 の 立 替 え 払 い 請 求 額 に 対 す る 立 替 え 支 払 額 の 求 償 分 と し て の 請 求 額 を 決 定 す
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る 被 保 険 者 請 求 額 決 定 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 ま た 、 本 発 明 に お い て 、 前 記 立 替 払 い 請 求 手 段 は 、 前 記 資 格 認 証 手 段 に よ る 確 認 結 果 と
、 被 保 険 者 が 前 記 医 療 保 険 自 己 負 担 分 に 対 し て 支 払 い 立 替 え サ ー ビ ス を 受 け る 意 思 が あ る
か 否 つ い て の 確 認 結 果 と に 基 づ い て 、 請 求 す る か 否 か を 決 定 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 ま た 、 本 発 明 に お い て 、 前 記 被 保 険 者 請 求 額 決 定 手 段 は 、 被 保 険 者 に 対 す る 医 療 保 険 自
己 負 担 分 が 、 医 療 保 険 の 保 険 者 等 か ら 付 加 給 付 、 高 額 療 養 費 の 特 別 の 支 給 を 受 け る 条 件 を
満 た す も の で あ る か 否 か を 判 定 し 、 条 件 を 満 た す と 判 定 し た 場 合 に は 、 被 保 険 者 に 代 わ っ
て そ の 支 給 を 支 給 請 求 先 に 対 し て 請 求 し 、 前 記 被 保 険 者 に 対 し て は 支 給 請 求 額 に 基 づ い て
補 正 し た 額 を 、 求 償 分 と し て の 請 求 額 と し て 決 定 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ま た 、 本 発 明 に お け る 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 支 払 い 方 法 は 、 医 療 機 関 か ら 請 求 さ れ た 医
療 保 険 の 被 保 険 者 に 対 す る 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 支 払 い を 立 替 え る サ ー ビ ス の 対 象 者 を 登
録 す る 過 程 と 、 被 保 険 者 の 識 別 情 報 を 記 録 し た 記 憶 手 段 か ら そ の 識 別 情 報 を 読 み 取 る 過 程
と 、 読 み 取 っ た 識 別 情 報 に 基 づ い て そ の 被 保 険 者 が 前 記 対 象 被 保 険 者 登 録 手 段 に よ っ て 登
録 さ れ た 被 保 険 者 で あ る か 否 か を 確 認 す る 過 程 と 、 前 記 確 認 結 果 に 基 づ い て 、 そ の 被 保 険
者 に 対 す る 医 療 保 険 自 己 負 担 立 替 え 分 の 支 払 い を 請 求 す る 過 程 と 、 前 記 請 求 額 に 対 し て 支
払 い 処 理 を 行 う 過 程 と 、 前 記 医 療 機 関 か ら の 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 立 替 え 払 い 請 求 額 に 対
す る 立 替 え 支 払 額 の 求 償 分 と し て の 請 求 額 を 決 定 す る 過 程 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 ま た 、 本 発 明 は 、 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 支 払 い を 後 払 い で 行 う 支 払 シ ス テ ム に 用 い ら れ
る コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、 医 療 機 関 か ら 請 求 さ れ た 医 療 保 険 の 被 保 険 者 に 対 す
る 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 支 払 い を 立 替 え る サ ー ビ ス の 対 象 者 を 登 録 す る 処 理 と 、 被 保 険 者
の 識 別 情 報 を 記 録 し た 記 憶 手 段 か ら そ の 識 別 情 報 を 読 み 取 る 処 理 と 、 読 み 取 っ た 識 別 情 報
に 基 づ い て そ の 被 保 険 者 が 前 記 対 象 被 保 険 者 登 録 手 段 に よ っ て 登 録 さ れ た 被 保 険 者 で あ る
か 否 か を 確 認 す る 処 理 と 、 前 記 確 認 結 果 に 基 づ い て 、 そ の 被 保 険 者 に 対 す る 医 療 保 険 自 己
負 担 立 替 え 分 の 支 払 い を 請 求 す る 処 理 と 、 前 記 請 求 額 に 対 し て 支 払 い 処 理 を 行 う 処 理 と 、
前 記 医 療 機 関 か ら の 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 立 替 え 払 い 請 求 額 に 対 す る 立 替 え 支 払 額 の 求 償
分 と し て の 請 求 額 を 決 定 す る 処 理 と を 少 な く と も １ つ の コ ン ピ ュ ー タ に よ り 実 行 さ せ る こ
と を 特 徴 と す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 資 格 認 証 手 段 に よ り 、 被 保 険 者 が 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 立 て 替 え 払 い
サ ー ビ ス の 正 当 な 対 象 者 で あ る こ と を 確 認 す る よ う に し た の で 、 例 え ば 、 署 名 や 暗 証 番 号
の 入 力 を 必 要 と せ ず に 後 払 い で 支 払 い を 行 う こ と が で き る 。 ま た 、 立 替 払 い 請 求 手 段 が 、
被 保 険 者 に 対 す る 医 療 保 険 自 己 負 担 立 替 え 分 の 支 払 い を 請 求 す る よ う に し た の で 、 保 険 者
に 対 し て 、 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 支 払 い 情 報 を 容 易 に 提 供 す る こ と が で き る 。
　 ま た 、 本 発 明 に よ れ ば 、 被 保 険 者 の 識 別 情 報 を 記 録 し た 記 憶 手 段 に よ る 後 払 い サ ー ビ ス
を 実 現 す る こ と で 、 患 者 に 利 便 性 を 提 供 で き 、 会 計 窓 口 で の 待 ち 時 間 が 解 消 さ れ 、 ま た 、
受 診 時 に 現 金 を 容 易 す る 必 要 が な く 、 入 院 の 際 の 保 証 金 等 も 不 要 と な る 。 ま た 、 医 療 機 関
に お い て も 会 計 窓 口 で の 現 金 取 扱 い 事 務 が 軽 減 さ れ 、 更 に 、 自 己 負 担 分 の 回 収 漏 れ の 防 止
が 可 能 と な る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 以 下 、 図 面 を 参 照 し な が ら 本 発 明 実 施 形 態 に お け る 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 支 払 シ ス テ ム
に 関 し て 詳 細 に 説 明 す る 。
　 図 １ は 、 支 払 い 立 替 え サ ー ビ ス を 利 用 し な い 場 合 に お け る 医 療 機 関 と 患 者 の や り 取 り の
流 れ を 示 す 。 図 １ に 示 す よ う に 、 医 療 機 関 に お い て 、 医 療 行 為 が 提 供 さ れ る と （ ス テ ッ プ
Ｓ ５ ０ ０ ） 、 医 療 機 関 に は 診 察 に 対 す る 債 権 が 発 生 し 、 同 時 に 、 受 診 し て 診 察 を 受 け た 患
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者 に は 、 診 療 に 対 す る 債 務 が 発 生 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ １ ） 。
　 こ の 債 務 金 額 は 、 医 療 機 関 に お い て 、 会 計 処 理 が 行 わ れ （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ２ ） 、 診 療 報
酬 金 額 が 確 定 し て 初 め て 確 定 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ３ ） 。 し た が っ て 、 こ の 間 （ ス テ ッ プ
Ｓ ５ ０ ２ ～ Ｓ ５ ０ ４ ） 、 患 者 は 、 請 求 処 理 が 完 了 す る ま で 医 療 機 関 で 待 た さ れ る こ と に な
る 。
　 確 定 し た 請 求 額 を 患 者 が 確 認 し （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ５ ） 、 支 払 が 完 了 し た 時 点 で よ う や く
こ の 債 務 は 弁 済 さ れ た こ と に な る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 一 方 、 支 払 い 立 替 え サ ー ビ ス を 利 用 し た 場 合 に お け る 医 療 機 関 と 患 者 、 支 払 い 立 替 機 関
、 保 険 者 と の や り 取 り の 流 れ を 図 ２ 、 図 ３ に 示 す 。
　 図 ２ に 示 す よ う に 、 ま ず 患 者 は 、 支 払 立 替 機 関 あ る い は 医 療 機 関 に お い て 、 サ ー ビ ス 利
用 申 し 込 み を 行 う （ ス テ ッ プ Ｓ ５ １ ０ ） 。 支 払 立 替 機 関 は 、 サ ー ビ ス 利 用 申 込 を 受 付 け 、
当 該 患 者 の サ ー ビ ス 利 用 登 録 を 行 う （ ス テ ッ プ Ｓ ５ １ １ ） 。 ま た 、 医 療 機 関 を 介 し て 支 払
立 替 機 関 が 提 供 す る サ ー ビ ス の 利 用 申 込 が 行 な わ れ た 場 合 、 支 払 立 替 機 関 は 、 医 療 機 関 が
受 付 け た サ ー ビ ス 利 用 申 込 に 基 づ い て 、 当 該 患 者 の サ ー ビ ス 利 用 登 録 を 行 う （ ス テ ッ プ Ｓ
５ １ ３ 、 Ｓ ５ １ ２ ） 。
　 こ の よ う に し て 、 予 め も し く は 、 利 用 に 先 立 ち 、 支 払 い 立 替 え サ ー ビ ス の 利 用 登 録 を し
て お く こ と で 、 患 者 の 支 払 い 立 替 え サ ー ビ ス 利 用 の 宣 言 を 受 け て （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ０ ） 、
個 人 認 証 カ ー ド に よ る 当 該 被 保 険 者 の 資 格 確 認 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ １ ） 、 サ ー ビ ス 利 用 可 否
確 認 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ２ 、 Ｓ ５ ２ ３ ） の 後 、 支 払 立 替 機 関 は 、 登 録 し た 患 者 に 対 し て サ ー
ビ ス の 提 供 を 開 始 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ４ ） 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 す な わ ち 、 医 療 機 関 に お い て 、 医 療 行 為 が 提 供 さ れ る と （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ５ ） 、 医 療 機
関 に は 診 療 に 対 す る 債 権 が 発 生 し 、 同 時 に 、 受 診 し て 診 療 を 受 け た 患 者 に は 、 診 療 に 対 す
る 債 務 が 発 生 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ６ ） 。
　 こ の 債 務 金 額 は 、 図 １ に 示 す 場 合 と 同 様 に 、 医 療 機 関 に お い て 、 会 計 処 理 が 行 わ れ （ ス
テ ッ プ Ｓ ５ ０ ２ ） 、 診 療 報 酬 金 額 が 確 定 し て 初 め て 確 定 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ８ ） 。
　 し か し 、 支 払 い 立 替 え サ ー ビ ス を 利 用 す る 場 合 、 当 該 診 療 行 為 に 対 す る 請 求 処 理 は 所 定
の 期 間 ご と ま と め て 行 う こ と が 医 療 保 険 支 払 シ ス テ ム 上 で 確 認 さ れ る た め 、 こ の 間 （ ス テ
ッ プ （ Ｓ ５ ２ ８ ～ Ｓ ５ ２ ９ ） 、 患 者 は 、 請 求 処 理 が 完 了 す る ま で 医 療 機 関 で 待 つ 必 要 が な
く な り 、 債 務 額 が 未 確 定 の ま ま 医 療 機 関 を 離 れ る こ と が で き る （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ７ ） 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 す な わ ち 、 医 療 機 関 か ら 請 求 さ れ る 医 療 保 険 の 被 保 険 者 に 対 す る 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の
支 払 い を 立 替 え る サ ー ビ ス の 対 象 者 を 登 録 し て お き （ ス テ ッ プ Ｓ ５ １ ２ ） 、 受 診 の 際 の 当
該 被 保 険 者 が 当 該 医 療 保 険 自 己 負 担 分 に 対 し て 支 払 い 立 替 え サ ー ビ ス を 受 け る 意 思 が あ る
か 否 か を 確 認 し 、 支 払 い 立 替 え サ ー ビ ス を 受 け る 意 思 が あ る と 確 認 し た 被 保 険 者 を 、 請 求
処 理 対 象 者 か ら 除 外 す る 。
　 具 体 的 に は 、 例 え ば 、 支 払 い 立 替 え サ ー ビ ス を 利 用 す る 被 保 険 者 用 の 請 求 処 理 リ ス ト の
テ ー ブ ル と 、 支 払 い 立 替 え サ ー ビ ス を 利 用 し な い 被 保 険 者 用 の 請 求 処 理 リ ス ト の テ ー ブ ル
と を 別 々 に 設 け て お き 、 シ ス テ ム 上 に お い て 、 基 本 的 に は 、 支 払 い 立 替 え サ ー ビ ス を 利 用
し な い 被 保 険 者 用 の 請 求 処 理 リ ス ト の テ ー ブ ル 上 で 被 保 険 者 の 請 求 レ コ ー ド を 管 理 し 、 サ
ー ビ ス 利 用 意 思 の 確 認 結 果 が 入 力 さ れ た 時 点 で 、 当 該 被 保 険 者 の 請 求 レ コ ー ド を 支 払 い 立
替 え サ ー ビ ス を 利 用 し な い 被 保 険 者 用 の 請 求 処 理 リ ス ト の テ ー ブ ル か ら 削 除 す る と 共 に 、
支 払 い 立 替 え サ ー ビ ス を 利 用 す る 被 保 険 者 用 の 請 求 処 理 リ ス ト の テ ー ブ ル に 書 き 込 む よ う
に す れ ば よ い 。
　 し た が っ て 、 支 払 い 立 替 え サ ー ビ ス を 利 用 す る こ と で 、 被 保 険 者 は 受 信 後 の 会 計 確 定 を
待 た ず に 帰 る こ と が で き 、 患 者 の 利 便 性 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 こ の 請 求 処 理 対 象 者 か ら 除 外 し た 被 保 険 者 の 医 療 保 険 自 己 負 担 分 に つ い て は 、 例 え ば 、
１ ヶ 月 分 を ま と め て 医 療 保 険 自 己 負 担 分 立 替 え の 支 払 い を 支 払 い 立 替 機 関 に 請 求 し 、 請 求
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し た 請 求 額 に 対 し て 支 払 い を 受 け る 。
　 し た が っ て 、 支 払 い 立 替 機 関 が 医 療 機 関 の 患 者 に 対 す る 債 権 を あ る 期 間 ま と め て 立 て 替
え 、 後 日 、 譲 渡 を 受 け た 債 権 に 、 サ ー ビ ス 利 用 料 を 加 え サ ー ビ ス 利 用 者 に 請 求 す る た め 、
現 金 の 取 り 扱 い を 軽 減 す る こ と が で き る 効 果 が 得 ら れ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 支 払 い 立 替 え サ ー ビ ス の 利 用 料 は 、 例 え ば 、 会 計 待 ち 時 間 が な く な る こ と の 対 価 と し て
利 用 回 数 に 基 づ い て 課 金 す る 。 そ し て 、 例 え ば 、 １ ヶ 月 分 の ま と め ら れ た 債 権 金 額 （ 医 療
保 険 自 己 負 担 分 ＋ サ ー ビ ス 利 用 料 ） が 確 定 す る と （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ３ ０ ） 、 請 求 処 理 が 行 わ
れ （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ３ １ ） 、 確 定 し た 請 求 額 を サ ー ビ ス 利 用 者 が 確 認 し （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ３ １
） 、 支 払 が 完 了 し た 時 点 で よ う や く こ の 債 務 は 弁 済 さ れ た こ と に な る （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ３ ２
） 。
　 な お 、 付 加 給 付 又 は 高 額 療 養 費 還 付 に 関 す る 請 求 ・ 受 領 代 行 サ ー ビ ス （ 図 ３ の ス テ ッ プ
Ｓ ５ ４ ０ ～ Ｓ ５ ４ ８ ） を 行 っ て 、 譲 渡 を 受 け た 債 権 の 一 部 を 相 殺 す る よ う に し て も よ い 。
　 そ し て 、 譲 渡 債 権 （ 医 療 保 険 自 己 負 担 分 ） の 一 部 を 相 殺 し た 譲 渡 残 債 権 分 に つ い て 、 サ
ー ビ ス 利 用 料 と と も に 、 サ ー ビ ス 利 用 者 に 対 し て 請 求 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ５ ０ ） 。 こ の 場
合 も 同 様 に 、 確 定 し た 請 求 額 を サ ー ビ ス 利 用 者 が 確 認 し （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ５ １ ） 、 支 払 が 完
了 し た 時 点 で よ う や く こ の 債 務 は 弁 済 さ れ た こ と に な る （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ５ ２ ） 。
　 こ の よ う に 構 成 す る こ と で 、 関 係 者 間 の 事 前 契 約 に よ り 、 第 三 者 へ の 債 権 譲 渡 、 立 替 払
い 、 回 収 依 頼 等 に よ る サ ー ビ ス 利 用 者 か ら の 回 収 も 可 能 と な る 。
　 な お 、 サ ー ビ ス 利 用 者 に 対 す る 課 金 以 外 に も 、 医 療 機 関 に 対 し て 会 計 業 務 の 集 中 回 避 や
現 金 取 り 扱 い の 軽 減 サ ー ビ ス の 対 価 を シ ス テ ム 基 本 使 用 料 と し て 課 金 す る よ う に し て も よ
い 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 以 上 の 流 れ を 図 ４ 、 ５ に 示 す 時 系 列 の フ ロ ー チ ャ ー ト で 説 明 す る と 、 支 払 い 立 替 え ス サ
ー ビ ス を 利 用 す る 場 合 は 、 受 付 け 時 に お い て 、 支 払 い 立 替 え サ ー ビ ス の 利 用 を 宣 言 す る 。
　 病 院 側 の 端 末 に お い て 、 当 該 被 保 険 者 の 資 格 確 認 が 行 わ れ た 後 、 支 払 立 替 機 関 の 登 録 Ｄ
Ｂ に 対 し て 支 払 い 立 替 え サ ー ビ ス の 利 用 可 否 の 問 合 せ 、 な ら び に 個 人 認 証 Ｄ Ｂ に 対 し て 資
格 確 認 が 行 わ れ る 。 支 払 い 立 替 え サ ー ビ ス が 利 用 さ れ る 場 合 、 当 該 被 保 険 者 に つ い て は 診
察 後 に 会 計 を す る 必 要 が な く な る た め 、 会 計 待 ち 時 間 は 発 生 せ ず 、 診 察 終 了 の 確 認 が 済 め
ば 帰 宅 す る こ と が で き る 。
　 以 上 説 明 し た よ う に 、 本 実 施 形 態 の 医 療 保 険 支 払 シ ス テ ム に よ れ ば 、 医 療 機 関 か ら 請 求
さ れ る 医 療 保 険 の 被 保 険 者 に 対 す る 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 支 払 い を 立 替 え る サ ー ビ ス の 対
象 者 を 登 録 し 、 当 該 被 保 険 者 が 当 該 医 療 保 険 自 己 負 担 分 に 対 し て 支 払 い 立 替 え サ ー ビ ス を
受 け る 意 思 が あ る か 否 か を 確 認 し 、 前 記 支 払 い 立 替 確 認 手 段 が 支 払 い 立 替 え サ ー ビ ス を 受
け る 意 思 が あ る と 確 認 し た 被 保 険 者 を 、 請 求 処 理 対 象 者 か ら 除 外 す る 。
し た が っ て 、 支 払 い 立 替 え サ ー ビ ス を 利 用 す る こ と で 、 被 保 険 者 は 受 診 後 の 会 計 確 定 を 待
た ず に 帰 る こ と が で き 、 患 者 の 利 便 性 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 効 果 が 得 ら れ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 以 上 説 明 の よ う に 本 発 明 は 、 資 格 認 証 手 段 に よ り 、 被 保 険 者 が 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 立
て 替 え 払 い サ ー ビ ス の 正 当 な 対 象 者 で あ る こ と を 確 認 す る よ う に し た た め 、 例 え ば 、 署 名
や 暗 証 番 号 の 入 力 を 必 要 と せ ず に 後 払 い で 支 払 い を 行 う こ と が で き る 。 ま た 、 立 替 払 い 請
求 手 段 が 、 被 保 険 者 に 対 す る 医 療 保 険 自 己 負 担 立 替 え 分 の 支 払 い を 請 求 す る よ う に し た た
め 、 保 険 者 に 対 し て 、 医 療 保 険 自 己 負 担 分 の 支 払 い 情 報 を 容 易 に 提 供 す る こ と が で き る 。
ま た 、 被 保 険 者 の 識 別 情 報 を 記 録 し た 記 憶 手 段 （ 個 人 認 証 カ ー ド ） に よ る 後 払 い サ ー ビ ス
を 実 現 す る こ と で 、 患 者 に 利 便 性 を 提 供 で き 、 会 計 窓 口 で の 待 ち 時 間 が 解 消 さ れ 、 ま た 、
受 診 時 に 現 金 を 容 易 す る 必 要 が な く 、 入 院 の 際 の 保 証 金 等 も 不 要 と な る 。 更 に 、 医 療 機 関
に お い て も 会 計 窓 口 で の 現 金 取 扱 事 務 が 軽 減 さ れ 、 更 に 、 自 己 負 担 分 の 回 収 漏 れ の 防 止 が
可 能 と な る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 な お 、 上 記 し た 本 発 明 実 施 形 態 に よ れ ば 、 個 人 認 証 カ ー ド に よ っ て 立 替 え サ ー ビ ス の 利
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用 可 否 を 判 断 す る と し た が 、 個 人 認 証 カ ー ド に 記 録 さ れ る ユ ニ ー ク な 番 号 を 診 察 券 に 記 録
す る こ と で 、 診 察 券 １ 枚 に よ っ て シ ス テ ム を 実 現 す る こ と も 可 能 で あ る 。
　 ま た 、 上 記 し た 、 対 象 被 保 険 者 利 用 登 録 手 段 、 識 別 情 報 読 取 り 手 段 、 資 格 認 証 手 段 、 立
替 支 払 い 請 求 手 段 、 立 替 支 払 い 額 決 定 手 段 、 被 保 険 者 請 求 額 決 定 手 段 の そ れ ぞ れ で 実 行 さ
れ る 手 順 を コ ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な 記 録 媒 体 に 記 録 し 、 こ の 記 録 媒 体 に 記 録 さ れ た プ
ロ グ ラ ム を コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム に 読 み 込 ま せ 、 実 行 す る こ と に よ っ て 本 発 明 の 医 療 保 険
自 己 負 担 分 の 支 払 い シ ス テ ム を 実 現 す る こ と が で き る 。 こ こ で い う コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム
と は 、 Ｏ Ｓ や 周 辺 機 器 等 の ハ ー ド ウ ェ ア を 含 む 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 ま た 、 「 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 」 は 、 Ｗ Ｗ Ｗ シ ス テ ム を 利 用 し て い る 場 合 で あ れ ば 、 ホ
ー ム ペ ー ジ 提 供 環 境 （ あ る い は 表 示 環 境 ） も 含 む も の と す る 。
　 ま た 、 上 記 プ ロ グ ラ ム は 、 こ の プ ロ グ ラ ム を 記 憶 装 置 等 に 格 納 し た コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ
ム か ら 、 伝 送 媒 体 を 介 し て 、 あ る い は 、 伝 送 媒 体 中 の 伝 送 波 に よ り 他 の コ ン ピ ュ ー タ シ ス
テ ム に 伝 送 さ れ て も よ い 。 こ こ で 、 プ ロ グ ラ ム を 伝 送 す る 「 伝 送 媒 体 」 は 、 イ ン タ ー ネ ッ
ト 等 の ネ ッ ト ワ ー ク （ 通 信 網 ） や 電 話 回 線 等 の 通 信 回 線 （ 通 信 線 ） の よ う に 情 報 を 伝 送 す
る 機 能 を 有 す る 媒 体 の こ と を い う 。
　 ま た 、 上 記 プ ロ グ ラ ム は 、 前 述 し た 機 能 の 一 部 を 実 現 す る た め の も の で あ っ て も 良 い 。
さ ら に 、 前 述 し た 機 能 を コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム に す で に 記 録 さ れ て い る プ ロ グ ラ ム と の 組
合 せ で 実 現 で き る も の 、 い わ ゆ る 差 分 フ ァ イ ル （ 差 分 プ ロ グ ラ ム ） で あ っ て も 良 い 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 以 上 、 こ の 発 明 の 実 施 形 態 に つ き 、 図 面 を 参 照 し て 詳 述 し て き た が 、 具 体 的 な 構 成 は こ
の 実 施 形 態 に 限 ら れ る も の で は な く 、 こ の 発 明 の 要 旨 を 逸 脱 し な い 範 囲 の 設 計 等 も 含 ま れ
る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ２ ７ 】
【 図 １ 】 通 常 の 医 療 機 関 と 患 者 の や り 取 り の フ ロ ー チ ャ ー ト
【 図 ２ 】 支 払 い 立 替 え サ ー ビ ス を 利 用 す る 場 合 の 医 療 機 関 と 患 者 の や り 取 り の フ ロ ー チ ャ
ー ト
【 図 ３ 】 支 払 い 立 替 え サ ー ビ ス を 利 用 す る 場 合 の 医 療 機 関 と 患 者 の や り 取 り の フ ロ ー チ ャ
ー ト
【 図 ４ 】 図 １ ～ 図 ３ に 示 す 医 療 機 関 と 患 者 の や り 取 り を 時 系 列 で 見 た 場 合 の フ ロ ー チ ャ ー
ト
【 図 ５ 】 図 １ ～ 図 ３ に 示 す 医 療 機 関 と 患 者 の や り 取 り を 時 系 列 で 見 た 場 合 の フ ロ ー チ ャ ー
ト
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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